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（注）津地方裁判所平成１８年（行ウ）第１７号事件の判決（原判決）のうち，

の部分（原判決引用「事実及び理由」欄の「第２ 事案の概要」１ないし３

部分）を抜粋したものです。

１ 関係法令等の定め

(1) 法１００条１３項は，「地方公共団体は，条例の定めるところにより，

その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として，その議会

における会派又は議員に対し，政務調査費を交付することができる。この場

合において，当該政務調査費の交付の対象，額及び交付の方法は，条例で定

めなければならない。」と規定し，同条１４項は，「前項の政務調査費の交

付を受けた会派又は議員は，条例の定めるところにより，当該政務調査費に

係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。」と規定している。

(2) 桑名市では，これらの規定を受けて，桑名市議会政務調査費の交付に関

する条例（甲５，乙１。以下「本件条例」という。）が制定されており，本

件条例には，次のとおりの規定がある。

（交付対象）

２条 政務調査費は，桑名市議会における会派（所属議員が一人の場合も含

む。以下「会派」という。）に対して交付する。

（交付額及び交付の方法）

３条 会派に対する政務調査費は，各月１日（以下「基準日」という。）に

おける当該会派の所属議員数に月額５万円を乗じて得た額を，前期（４

月から９月まで）及び後期（１０月から翌年３月まで）に分けて交付す

る。

（使途基準）

５条 会派は，政務調査費を別に定める使途基準に従って使用するものとし，
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市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはな

らない。

（経理責任者）

６条 会派は，政務調査費に関する経理責任者を置かなければならない。

（収支報告書の提出）

７条 政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者は，政務調査費に係る収

支報告書を作成し，領収書及び視察研修報告書を添えて議長に提出しな

ければならない。

（以下略）

（政務調査費の返還）

８条 政務調査費の交付を受けた会派は，その年度において交付を受けた政

務調査費の総額から，当該会派がその年度において市政の調査研究に資

するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合，当

該残余の額に相当する額の政務調査費の返還をしなければならない。

(3) 桑名市議会政務調査費の交付に関する規則（乙２，以下「本件規則」と

いう。）６条は，「条例５条に規定する政務調査費の使途基準は，別表のと

おりとする。」と規定し，同別表の項目及び内容は次のとおりとなっている

（以下「本件使途基準」という。）。

項 目 内 容

研究研修費 会派が研究会，研修会を開催するために必要な経費又は会派

の所属する議員等が他の団体の開催する研究会，研修会に参

加するために要する経費（会場費，講師謝金，出席者負担金

・会費，旅費等）

調査旅費 会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地

調査に要する経費（交通費，旅費，宿泊費等）

資料作成費 会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する
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経費（印刷製本代，翻訳料，写真の現像・焼付等）

資料購入費 会派の行う調査研究活動のために必要な図書，資料等の購入

に要する経費（書籍購入費，新聞，雑誌購読料等）

広報費 会派の調査研究活動，議会活動及び市の政策について住民に

報告し，ＰＲするために要する経費（広報紙，報告書印刷費，

送料，会場費等）

広聴費 会派が市政及び会派の政策等について，住民の要望，意見を

聴取するための会議等に要する経費（会場費，印刷費，茶菓

子代等）

人件費 会派の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費

事務費 会派の行う調査研究活動のために必要な事務に要する経費

（会派控室で使用する事務用備品，備品の修繕代，通信運搬

費，リース代等）

２ 前提となる事実

当事者間に争いのない事実のほか，甲１ないし３，４の１ないし４，乙３，

４及び弁論の全趣旨によれば次のとおり認められる。

(1) 当事者等

ア 原告は，桑名市に居住する住民であり，後記(3)の講演会の開催当時，

桑名市議会議員であった。

イ 本件会派は，桑名市議会における最大の会派である。

ウ Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｉ及びＪ（以下，９名を総称して「本件

議員ら」という。）は，平成１７年度（平成１７年４月１日から平成１８

年３月３１日まで）において，本件会派に所属する桑名市議会議員であっ

た。

(2) 桑名市は，本件会派に対し，平成１７年度の政務調査費として，合計５

４０万円を交付した（甲３）。
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(3) 講演会の開催

ア 本件会派は，平成１８年２月１日，桑名市民会館において，「●●●●

●●●●●●●●」との演題によるＫ講演会を開催した（以下「本件講演

会」という。）。

本件会派は，本件講演会の開催に当たり，一般市民に対し入場料無料で

参加を募っており，当日は一般市民９８３名が参加した（甲２，甲４の１，

乙４）。

イ 本件講演会の経費は，合計１７４万３２０４円であり，その内訳は，①

桑名市民会館使用料２万１６００円，②講師講演料及び諸経費１１８万６

２５５円，③市民会館諸費用３万８９９０円，④生花３万１５００円，⑤

講演会ちらし印刷代３０万４５００円，⑥講演会新聞折込料１１万７２４

９円，⑦消耗品（紙代）４２２０円，⑧写真代１８４０円，⑨入場整理券

配布アルバイト料１万５０００円，⑩交通整理ガードマン代２万２０５０

円である（甲４の４）。

ウ 本件会派は，上記経費１７４万３２０４円を，平成１７年度の政務調査

費から支出した（以下「本件支出」という。）。

(4) 本件会派が桑名市議会議長に提出した「１７年度政務調査費収支報告

書」では，本件講演会の経費のうち，１２７万８３４５円（前記①ないし④

の合計）が研究研修費として，４２万７７３３円（前記⑤ないし⑧の合計）

が資料作成費として，３万７０５０円（前記⑨及び⑩の合計）が人件費とし

て，計上されている。

なお，本件会派は，平成１７年度に，本件支出を含め４６１万８２６６円

を政務調査費から支出した（甲４の１，乙３，弁論の全趣旨）。

(5) 監査請求

ア 原告は，平成１８年６月１４日，桑名市監査委員に対して，本件講演会

は市政に関する調査研究に資するための研修会には当たらず，本件支出は
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本件使途基準を逸脱し違法であるなどとして，住民監査請求（甲１，以下

「本件監査請求」という。）を行った。

イ 桑名市監査委員は，同年８月１１日付けで，本件監査請求に理由がない

旨の監査結果を原告に通知した（甲１）。

ウ 原告は，同年９月８日，本件訴訟を提起した。

３ 争点及びこれに関する当事者の主張

(1) 本件支出は，本件使途基準を逸脱し違法であるか。

（原告の主張）

ア 政務調査費の使途は，議員としての調査研究活動に限定されているとこ

ろ，本件講演会の開催は議員の調査研究活動には当たらないから，本件支

出は，本件使途基準を逸脱し違法である。

(ア) 本件使途基準にいう研究研修費は，議員が研修するための費用であ

る。

本件講演会は，過去の講師が大学教授等で話が堅く高齢者には分かり

づらかったとの理由で，講師をＫに選定している点，定員１５００名も

の桑名市民会館を会場として使用している点から，市民向けに開催され

たことは明らかであり，政務調査費を支弁できる議員の研修活動には当

たらない。

(イ) 本件使途基準にいう広報費は，議会活動及び市の政策について住民

に報告するための費用である。

本件講演会のちらしの作成・配布は，開催案内とともに本件会派及び

本件議員らを宣伝するためのもので，単なる政治活動の一環にすぎず，

政務調査費を支弁できる広報費には当たらない。本件講演会のちらしに

は，電子投票模擬体験の案内が記載されているだけで，議会活動の報告，

先進事例，電子投票を導入する場合の費用や効果など政策に関する記載

は全くないから，これをもって議員の広報活動というのは論理の飛躍で
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ある。

(ウ) 本件講演会に併せて電子投票模擬体験とこれに係るアンケートが実

施されたことをもって，本件支出が，本件使途基準にいう広聴費に当た

るという被告の主張は，単なるこじつけにすぎない。そもそも，本件支

出は，「１７年度政務調査費収支報告書」では広聴費として計上されて

おらず，このことは，本件会派が，はじめから本件支出を広聴活動のた

めの費用と認識していなかったことの証左である。また，本件支出には

電子投票模擬体験に係る費用は含まれていない。

電子投票模擬体験とアンケートの実施によって，本件講演会の開催経

費の支弁が本件使途基準に合致することにはならない。そのようなこと

が通用するとすれば，市政アンケートさえ実施すればすべてのイベント

が広聴活動の一環となり，イベント開催経費を政務調査費から支弁する

ことが可能となってしまう。

イ 本件講演会の開催は，公職選挙法で禁止される寄附行為に当たり，仮に

寄附行為といえなくとも，本件議員ら個人の政治活動に他ならないから，

本件支出は，本件使途基準を逸脱し違法である。

(ア) 市議会議員は，有権者に対して寄附をしてはならない。

公職選挙法１９９条の２は，「公職の候補者又は公職の候補者となろ

うとする者（公職にある者を含む。）は，当該選挙区（選挙区がないと

きは選挙の行われる区域。）内にある者に対し，いかなる名義をもって

するを問わず，寄附をしてはならない。」と規定している。ここで禁止

される寄附は，有形，無形を問わないものである。

本件講演会は，本件議員らが選挙区内の市民に著名人の講演会を無償

で提供したもので，有権者に対する利益供与であり，寄附行為に当たる。

(イ) 本件講演会に際し，本件議員ら全員の氏名と連絡先を入れた開催案

内のちらしを，新聞折り込みによりほぼ全世帯へと配布したこと，本件
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議員ら全員が壇上で挨拶したことは，政治家が有権者に自己を表象する

行為そのものである。これは，公職選挙法で規定される「政治活動」の

範疇にあり，議員活動，ましてや政務調査活動ではない。

本件講演会の開催趣旨は，本件会派に所属する自ら及び同僚議員を特

別に宣伝もしくは応援することにあったことは明らかである。

（被告の主張）

ア 議会の自律性，会派による政治活動の自由は，普通地方公共団体におけ

る住民自治を支える根幹として重要な機能を果たしていることに鑑みれば，

桑名市議会の会派が，いかなる事項を対象に，いかなる態様で調査研究活

動を行うかについては，基本的には会派の良識に基づく判断に委ねられて

いる。したがって，桑名市議会の会派が行う調査研究活動として，合理性

ないし必要性を欠くことが明らかであると認められない限り，政務調査費

の支出が本件使途基準に反するものとはいえない。

とりわけ本件については，公職選挙法の規制に対する違反が主張されて

いるものであり，いわばより高度な次元での政務調査費としての支出の限

界が問われているから，なおさら以上のことが妥当する。

イ 本件支出の本件使途基準への適合性

(ア) 本件使途基準において，会派に所属する議員らが研究会ないし研修

会を開催することは「研究研修費」の支出として許容されており，また，

会派の調査研究活動・議会活動及び市の政策について住民に報告しＰＲ

するために広報誌や報告書を印刷して送付することは「広報費」として

許容されており，さらに，市政及び会派の政策等について住民の要望・

意見を聴取することは「広聴費」として許容されている。

もともと政務調査費における「調査研究」の範囲は極めて広範にわた

り，個々の議員の裁量が尊重されるべきであることはいうまでもない。

そして，議員の活動はすべからく政治的色彩を帯びるのであり，究極的



- 8 -

には住民への還元を目的に行われるものである。

したがって，本件使途基準においても，政務調査費の支出に際して住

民へのＰＲや住民の参加が伴うことは当然に予定され，むしろ積極的に

許容されているといえる。

(イ) 本件支出についていえば，本件支出は本件講演会（電子投票模擬体

験の実施・報告を含む。）の開催経費に充てられたものであるから，本

件議員らが自ら講演内容を通じて研究・研修したという観点に着目すれ

ば「研究研修費」として許容され，日頃から福祉に取り組んでいる会派

としてのＰＲであるという観点に着目すれば「広報費」として許容され，

電子投票について住民の要望・意見を聴取したという観点に着目すれば

「広聴費」として許容される。

本件講演会は，①本件議員らだけではなく住民とともに福祉について

学ぶ（講師や講演内容がいわば一般受けするものであっても，本件議員

らが市政に取り組む上で本件講演会の内容が有用であることはいうまで

もない。），②より多くの住民に対しＰＲすることができる，③単体で

は協力を得ることが難しい電子投票模擬体験について多くの住民から要

望・意見を聴取することができる，との相乗効果をあげたことが認めら

れ，いわば複合的な意味合いを持つものであったといえる。

したがって，本件講演会の開催が，単純に住民に対する寄附行為，あ

るいは本件議員らの政治活動であると断じることはできず，本件支出は

本件使途基準を逸脱するものとはいえない。

(2) 本件会派への返還請求を怠る事実の違法の有無

（原告の主張）

ア 地方公共団体は，最小の経費で最大の効果をあげることが常に強く要請

されており（法２条１４項，１６項，地方財政法４条），違法行為に対し

て公金を支弁することは一切許されない。
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桑名市では，政務調査費に関して，本件使途基準に合致しない目的外支

出が繰り返し行われてきたにもかからず，桑名市議会は，自主的には改善

しなかった。このまま議会の自主性に委ねているだけでは，政務調査費の

目的外支出が続く可能性は非常に高い。

桑名市長である被告には，適切な予算執行を行う責任があるので，一見

して本件使途基準に合致することが判明したものを除き，調査する義務が

あり，違法な支出については，会派に対し不当利得返還請求をすべき義務

がある。

イ よって，被告が本件会派に本件支出相当額の不当利得の返還請求を怠っ

ていることは違法である。

（被告の主張）

争う。

被告に，一見して本件使途基準に合致しないことが明白でない支出につい

て，常に調査義務を課すことはできない。

(3) 本件議員ら個人の不当利得あるいは不法行為の成否

（原告の主張）

ア 不当利得

本件議員らは，前記のとおり，本件支出により，議員の調査研究に該当

しない本件講演会の経費を政務調査費から支弁したことで，法律や条例の

根拠に基づかずに利益を得た。このことを桑名市からみれば，本件使途基

準を逸脱して市の公金を使われたことになるから，桑名市には損害がある。

よって，本件会派のみならず，本件議員ら個人は，民法７０４条に基づ

き，連帯して本件支出相当額の不当利得返還義務を負う。

イ 不法行為

本件議員らは，前記のとおり，本件支出により，桑名市の公金をもって，

有権者への利益供与をし本件議員ら個人の政治活動を行うという違法行為
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をした。かかる使途が本件使途基準に合致しないのは明らかであるから，

本件議員らには重大な過失がある。

よって，本件議員ら個人は，当該違法行為につき，民法７０９条の不法

行為に基づき，連帯して桑名市に与えた本件支出相当額の損害賠償義務を

負う。

（被告の主張）

争う。

原告の主張によっても，なぜ本件議員ら個人が，連帯して責任を負うこと

になるのか，その法的根拠は不明である。


